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髙
井
　
洋
一
　
議
員

第
５
期
高
齢
者
福
祉
計
画
・

介
護
保
険
事
業
計
画
を
問
う

問①
介
護
保
険
法
「
改
正
」
の

主
な
内
容
と
今
と
異
な
る
点

は
何
か
。

②
給
付
総
額
が
増
大
す
る
中
、

今
後
保
険
料
は
ど
う
な
る
。

③
高
齢
者
が
、
安
心
安
全
に

地
域
で
生
活
す
る
た
め
の
新

た
な
施
策
を
問
う
。

答
　
市
民
福
祉
部
長

①
改
正
の
趣
旨
は
、
医
療
、

介
護
、
予
防
、
住
ま
い
、
生

活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
切
れ
目

な
く
、
有
機
的
か
つ
一
体
的

に
提
供
す
る
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
を
実
現
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

法
改
正
に
伴
い
、
計
画
を

予
定
し
て
い
る
主
な
内
容
は

５
点
あ
り
、
１
点
目
は
、
医

療
と
介
護
の
連
携
強
化
。

　

２
点
目
は
高
齢
者
の
住
ま

い
の
整
備
で
、
従
来
の
住
宅

制
度
を
一
本
化
し
て
、
高
齢

者
住
宅
の
供
給
を
必
要
に
応

じ
て
対
策
を
講
じ
た
い
。

　

３
点
目
は
認
知
症
対
策
の

計
画
的
推
進
。

　

４
点
目
は
介
護
人
材
の
確

保
と
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
。

　

５
点
目
は
介
護
保
険
料
の

上
昇
が
見
込
ま
れ
る
が
、
一

部
基
金
を
取
り
崩
し
、
急
激

な
上
昇
の
緩
和
に
努
め
た
い
。

②
平
成
24
年
度
か
ら
３
年
間

の
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

は
、
計
画
策
定
審
議
会
に
お

い
て
審
議
い
た
だ
い
て
い
る

途
中
で
、
現
時
点
で
は
具
体

的
な
介
護
保
険
料
の
額
を
示

す
こ
と
が
で
き
な
い
。

③
日
常
生
活
に
お
い
て
高
齢

者
の
安
否
を
確
認
す
る
事
業
、

困
り
事
や
介
護
の
相
談
に
お

答
え
す
る
事
業
、
介
護
技
術

を
家
族
が
習
得
す
る
介
護
教

室
な
ど
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　

引
き
続
き
高
齢
者
が
安
心

し
て
日
常
生
活
を
送
っ
て
い

た
だ
く
た
め
に
は
、
事
業
を

継
続
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
今
後
は
、
高
齢
者
の
権
利

擁
護
へ
の
取
り
組
み
が
大
切

だ
と
認
識
し
て
い
る
。

再
び
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
制

度
の
導
入
に
つ
い
て
問
う

問①
実
施
予
定
を
含
め
、
県
内

市
町
の
実
施
状
況
・
内
容
を

把
握
し
て
い
る
か
。

②
景
気
低
迷
の
中
で
、
中
小

企
業
業
者
に
光
を
当
て
る
べ

き
で
は
な
い
か
。
将
来
的
に

ど
う
取
り
組
む
の
か
。

答
　
中
村
市
長

②
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制

度
の
活
用
に
よ
り
、
市
民
の

生
活
環
境
の
向
上
、
市
内
工

事
業
者
育
成
及
び
地
域
の
経

済
活
性
化
対
策
に
つ
い
て
十

分
理
解
は
で
き
る
が
、
本
市

で
は
大
型
建
設
事
業
を
予
定

し
て
お
り
、
財
政
的
に
も
厳

し
い
状
況
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
現
時
点
で

の
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
に

つ
い
て
は
考
え
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
近
年
の
高
齢
化

社
会
に
対
応
す
る
た
め
、
住

宅
リ
フ
ォ
ー
ム
の
う
ち
、
手

す
り
の
設
置
、
段
差
解
消
な

ど
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
関
す
る

改
修
に
つ
い
て
は
、
今
後
調

査
研
究
す
る
と
と
も
に
、
他

市
町
の
動
き
も
見
定
め
な
が

ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

答
　
産
業
建
設
部
長

①
現
時
点
で
は
宇
和
島
市
、

愛
南
町
に
お
い
て
制
度
を
実

施
し
て
い
る
。

　

補
助
対
象
金
額
は
、
両
市

町
と
も
50
万
円
以
上
で
、
そ

れ
ぞ
れ
市
内
、
町
内
に
事
業

所
を
有
す
る
建
築
業
者
等
が

施
工
し
、
補
助
金
額
も
対
象

工
事
費
の
10
分
の
１
、
限
度

額
が
20
万
円
で
あ
る
。

　

補
助
対
象
住
宅
は
、
両
市

町
と
も
一
戸
建
て
住
宅
及
び

集
合
住
宅
で
、
宇
和
島
市
は
、

建
築
後
10
年
以
上
経
過
し
た

も
の
が
対
象
で
あ
る
。
ま
た
、

対
象
者
は
そ
れ
ぞ
れ
市
税
、

町
税
等
を
完
納
し
て
い
る
市

内
、
町
内
に
居
住
す
る
者
で

あ
る
。

　

補
助
対
象
工
事
は
、
両
市

町
と
も
リ
フ
ォ
ー
ム
が
対
象

で
あ
る
が
、
愛
南
町
は
新
築

も
対
象
で
あ
る
。

　

平
成
24
年
度
か
ら
は
、
内

子
町
に
お
い
て
、
下
水
道
工

事
に
伴
う
生
活
排
水
等
の
施

設
整
備
を
中
心
に
制
度
の
導

入
を
考
え
て
い
る
と
聞
い
て

い
る
。
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